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第７回 農林水産業ＴＦ（第３回 林業専門部会） 議事次第 

 

 

１．日 時：平成 21 年８月 10 日（月）12:55～13:50 

２．場 所：永田町合同庁舎 ２階Ａ会議室（207 号室） 

３．内 容：全国規模の規制改革要望にかかるヒアリング 

 （テーマ）「集成材の日本農林規格」にかかる性能規定の併用導入について 

４．出席者：【要望者】     中国木材株式会社  開発部兼管理部  部長 松岡 秀尚 氏 

                      同         集成材部兼開発部 主任 吉田 徳之 氏 

           【規制改革会議】 八田主査、米田副主査 

      【規制改革推進室】小田室長、鈴木室参事、山本企画官、事務局 

５．議 事： 

 

○事務局 定刻となりましたので、農林水産業タスクフォース第３回林業専門部会を開催させて

いただきます。 

 本日は、中国木材様にお越しいただいております。お忙しい中、ありがとうございます。 

 これより、「集成材の日本農林規格」にかかる性能規定の併用導入についてというテーマでヒ

アリングを実施させていただきます。まず、御説明をいただきまして、その後、意見交換という

形にさせていただきたいと思います。 

 なお、当部会の議事録につきましては、公開とさせていただきます。 

 それでは、早速ではございますが、中国木材様より、御説明願います。 

○松岡部長 中国木材の松岡と申します。よろしくお願いいたします。私は今、開発部をやって

いるんですけど、この５月までは集成材を担当しておりまして、それまでＪＡＳの取得とかそう

いうものをやってきました。こちらにいるのが吉田と申しまして、同じくＪＡＳをやってきた者

です。 

 今から説明させていただく内容としては、私の考えでいくと、ＪＡＳが仕様規定にかなり偏っ

ている。一部性能規定化を取り入れているところもあるとは思うんですけれども、非常に多くが

仕様規定になっているので、それを性能規定化してもらうことによって自由度を増し、その自由

度を増すことによって生産効率を上げたりして、競争力のある集成材を作りたいということの趣

旨でお話しさせていただきます。 

 ですので、ここにこういうことがやりたいとか、そういう要望が書いてありますけど、それは

一部ということですね。例示としてこういうものがありますよとお考えいただいて、基本的にお

願いしたいのは，ＪＡＳ自体を性能規定化していただきたい。今ある仕様規定はそのままで十分

使えると思いますし、技術力がないところにとっては、仕様規定で作った方が楽なこともあると

思いますので、仕様規定は仕様規定のままのけておいていただいて、新たに性能規定を作ってい

ただければなと思っております。 
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 それでは、ＪＡＳのことについてご存じかとも思うんですが、今から説明していくことがちょ

っとわかりにくいかもしれませんので、資料でＪＡＳのことを少し説明させていただければなと

思います。 

 57 ページですね。「構造用集成材の概要」を配っておりますが、これで現在のＪＡＳがどのよ

うになっているかというところをちょっと説明させていただきます。 

 ３枚目の下に 59 ページと書いてあるところを見ていただければと思うんですが、構造用集成

材ですね。主に構造用集成材についてお話しさせていただきます。構造用集成材は、大断面・中

断面・小断面と３つに分かれています。それは断面の大きさによって呼び方を変えているという

ことです。基本的には、小断面は柱に使われることが多く、中断面は、梁とか桁とか、そういう

ものに使われることが多いとです。 

 その図の上の右の方に書いてありますのが、梁を細分化したものですね。一番外側の呼び名を

最外層、次を外層、次を中間層、内層という様に呼びましょうと決められています。最外層は、

外から 16 分の１の範囲を最外層と言いましょうと決められています。 

 構造用集成材の作り方を、次のページの 71 ページと書いてあるところに、この様に作りなさ

いというのが決められています。これは一部ですけど、これを説明すれば大体おわかりいただけ

ると思うので、これを例にして説明させていただきます。 

 一番下の左側に、強度等級と書いてありまして、E120-F330 と書いてあると思うんですが、そ

れにはどの様な強度の板を張らなければいけないのかというのが、その下のここに書いてありま

す。ですから、一番外の最外層にはＬ140 のものを張ってください。その次の外層にはＬ125 を

張ってください。それから、中間層には 110、内層には 90 と、こういう強度のものを張ってく

ださいと決められています。 

 ですから、集成材を作る場合には、必ずこういう様な強度等級で張っていかなければならない

ということが決められております。 

○米田副主査 E170-F495 とかは、Ｅはヤング率ですか。 

○松岡部長 そうです。 

○米田副主査 Ｆは何ですか。 

○松岡部長 曲げ強度です。ですから、これは集成材の性能になります。ＥとＦは。 

○米田副主査 Ｌ200 とかいうのは、どういうものなんですか。 

○松岡部長 Ｌ200 というのは、単位が 200ｔ／スクウェア㎝ですね。そう言ってもなかなかわ

かりにくいとは思うんですが。 

○米田副主査 この場合、Ｌは何を意味するんですか。 

○松岡部長 Ｌはヤング率と同じ意味ですね。そこをＥと書くと、多分わかりにくいのでＬと書

いてあるんだと思います。わけわからなくなってしまうから。 

○米田副主査 それはヤング率のことですか。 

○松岡部長 そうです。ラミナのヤング率が、一番上の E170-Ｆ495 だと、一番外にヤング率を

200 のやつを使ってくださいと。 
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○米田副主査 出来上がった製品は、ヤング率が 170 ですか。 

○松岡部長 そうです。 

○米田副主査 外側には丈夫な 200 を張ってください。真ん中はやわらかくても良いですよと。 

○松岡部長 そうです。125 でも良いですよということですね。 

○米田副主査 これは 125 以上ということなんですか。 

○松岡部長 そうです。 

○米田副主査 125 より低いものは使えないんですか。 

○松岡部長 もし、E170-F495 を作ろうと思うと使えないです。 

○米田副主査 ということは、やわらかいのは、例えば一番最後のヤング率 105 のＬ80 という

ところに使えるということですか。 

○松岡部長 そうです。 

○八田主査 ヤング率というのは何ですか。 

○松岡部長 力をかけた時に、どのぐらいたわむかという係数だと思ってもらえれば。 

○八田主査 さっきの曲げ強度との違いは何ですか。 

○松岡部長 ヤング率というのは、力をかけたときにどのぐらいたわむかですね。曲げ強度とい

うのは、力をずっとかけたときに、どのぐらいで折れるかということです。 

○米田副主査 ということは、下の方はヤング率だけで書いてありますよね。ヤング率だけで良

いんですか。内層とか、中間層の板は。曲げ強度の値は書いていないので。 

○松岡部長 曲げ強度は、E120-F330、E105-F300 です。 

○米田副主査 その中に入っているものについては。 

○松岡部長 ラミナですか。そうですね。 

○米田副主査 ラミナについては、ヤング率しかないので。 

○松岡部長 強度はありますね。 

○吉田主任 一応強度も持っています。 

○米田副主査 あるんですか。書いてないだけですか。 

○松岡部長 ここには書いてないだけです。 

 ですから、E105 を作ろうとしたときに、一番低いのでもＬ80 で、ヤング率 80 ということです

ね。スギがどのぐらいあるかというと、スギの平均ヤング率は 70 です。これは九州の方ですけ

ど、秋田の方はもう少し高いのかもわかりませんけど。 

○米田副主査 ちなみに、カラマツはどのぐらいなんですか。 

○松岡部長 はっきりわからないんですが、平均が 105 かそんなものじゃないかと思うんですけ

ど。 

○八田主査 今の曲げ強度は性能規定なんですか。 

○松岡部長 これは仕様規定ですね。だから、板はこの構成でないと張れない。 

○八田主査 その最終の等級だけを要求すれば性能規定になるけれども、内側の分割を言ってい

るから仕様規定になると、そういう話ですね。 
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○松岡部長 そうだと認識しています。外だけを規定しているものは今ないです。 

 それでは、資料の＜要望事項＞を少し説明させていただければと思います。 

 １ページ目を見ていただくと、ハイブリッドビームと言って、私どもが今集成材を作っている

んですが、中にスギを張って、外に強度が強いベイマツを張って、異樹種の集成材を作っていま

す。先程説明しました様に、スギのヤング率が低いものですから、このままの仕様規定であれば

使えない状態になっています。ＪＡＳも、一部性能規定を取り入れていまして。この構成のシミ

ュレーションと実大試験を行えば、性能を満たしたものとしますよという規定があります。その

規定は、ほかにもラミナ厚とかそういう仕様が全部あるんですが、その仕様に制限されるという

範囲の中で、シミュレーションと実大を行えば認めてもらえるという状態にはなっております。 

○八田主査 実質的な性能規定でＪＡＳは認めていて、ただし、制約があると。 

○松岡部長 そうです。 

○八田主査 その制約は何ですか。 

○松岡部長 まず、ラミナ厚がそうです。 

○八田主査 それは何ですか。 

○松岡部長 ラミナ厚というのは、こういうラミナの厚みですね。厚みの最大が５㎝まで。 

○八田主査 その根拠は何ですか。 

○松岡部長 根拠は、わかりません。５㎝までで、この厚みの制限が一番厚いものと薄いものが

３分の２以上。 

○米田副主査 厚いものと薄いものが３分の２以上ですか。 

○松岡部長 薄いものを使おうとしたときに、最大の厚いものに対して３分の２以上ないといけ

ないということです。だから、例えば厚みが 30 ㎜のものを張ってきたときに、張れる一番薄い

ものは 20 ㎜です。15 ㎜のものは張れないということです。 

○米田副主査 すみません。もう一回説明してください。よろしくお願いします。 

○松岡部長 ラミナが何枚かありますけど、その中の一番厚いものと一番薄いものの比率が３分

の２以上ないといけない。ですから、30 ㎜を張ってきて、20 ㎜は３分の２ですから張れますけ

ど、15 ㎜は２分の１になるから張れないということです。厚みの制限で。 

○米田副主査 それは何でなんですか。 

○松岡部長 それはよくわかりません。 

○米田副主査 何か科学的根拠がありそうなんですか。 

○松岡部長 いや、そこら辺は先生方に聞いても、よくわからないというところがあります。 

○米田副主査 最大厚み分の最小厚が３分の２以上ですね。 

○松岡部長 そうです。 

○米田副主査 １つのラミナの厚みが最大５㎝まで。 

○松岡部長 そうです。シミュレーションをすれば、６㎝まで使えます。 

○八田主査 この２つの条件がなければ、すっきりするわけですね。 

○松岡部長 そうですね。 
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○米田副主査 この上に、シミュレーションと実大試験が課せられるわけですか。 

○松岡部長 そうです。ですから、これを作るときには、先程の構成を満たさないですから。で

すから、シミュレーションと実大をやらないといけないということですね。そのシミュレーショ

ンと実大をやるときに、先程のラミナ厚の制限は受けます。 

○米田副主査 シミュレーションと実大試験までやるのに、なおかつ、３分の２以上と厚みが５

㎝、最大６㎝までというのがさらに制限を課されるわけですか。 

○松岡部長 そうです。 

 次のページを開いていただくと、こういう図があって、ベイマツの薄いラミナを使う。あと、

小径木材の間伐材を使う、ＬＶＬを使うという３つがあると思うんですが、先程言いました３分

の２の規定がありますので、それを取っ払っていただこうということで、今、補助金をいただい

て、薄いラミナを使って、実際にテストをしていただいています。今度のＪＡＳの改正のときに

は、その要望を出して、この部分は改正していただける可能性もあると思います。 

○八田主査 補助金は農水省から出ているわけですか。 

○松岡部長 そうです。 

○八田主査 では、もう、やる気なわけですね。 

○松岡部長 そうですね。この部分は。 

 ということで、今テストをさせてもらって、森林総研なんかの先生と一緒にやっていますので、

多分この部分の制限は取っていただけるのではないかと思います。どのぐらいの制限が付くかは

わかりませんけれども。 

○八田主査 そのテストはどういうことをやっているんですか。もともと性能規定は満たしてい

るわけですよね。だから、それ以上テストすることはない様な気がしますが。 

○米田副主査 いやいや、満たしてないです。この薄いラミナの厚さが。 

○八田主査 最終的な性能は、もう満たしているわけですよね。そうすると、これを薄くした場

合にどうなるかというテストをする理由は何でしょうか。 

○松岡部長 結局、仕様でそういう規定があるわけですから、そうすると、例えば２分の１を使

っても、３分の１を使っても、支障がないんですよというテストですね。 

○八田主査 それは最終的にシミュレーションとか、実際のテストをやるわけですよね。 

○松岡部長 はい、そうですね。 

○八田主査 この付加的な条件を抜きにしても良いのですか。大体、性能規定というのは、それ

を満たす仕様基準がいっぱいぶら下がることだと思うんですよね。建築基準法の場合には、仕様

基準を電話帳みたいにどんどん付けていくということです。この場合も、新たな性能基準の下に

相当な薄さにまでしても、ここまでならオーケーという仕様の基準を探そうと、そんな感じです

か。 

○松岡部長 そうですね。どこまで取っ払うかの問題はあるとは思うんですけど。 

○八田主査 どこまで薄くしても良いか。 

○松岡部長 そうですね。そういう問題はあるとは思うんですけど。要は、今の仕様を変えるた
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めにテストをしていて、このテストによってどこまで決めるかですね。５分の１までにするのか、

10 分の１までにするのか、３分の１にするのかとか、そこら辺はどうなるのか。 

○八田主査 ということは、新たな性能規定の下に、仕様規定をどこまで緩和できるかを見出す

ために、補助金を得てそういう実験を今していらっしゃると、そういう感じですね。 

○松岡部長 今は、３分の２の規定を緩めてもらうためにやっている。 

○八田主査 どこまで緩められるか。 

○松岡部長 はい、そうですね。 

○八田主査 わかりました。 

○松岡部長 ２分の１とから、そこら辺でやっているということですね。 

○八田主査 限度いっぱいまで下がるというわけではないんですか。 

○吉田主任 ４分の１までは、実験データを取りました。 

○松岡部長 ただ、これもどこまでやるかというと、結構大変なんですけど。今４分の１までや

っていますので、そこまでは緩めても。 

○八田主査 それで確定したら、この４分の１までのものは、別にシミュレーションをやったり、

実証試験をしなくても、もう自動的に仕様基準に達しているから、この性能を満たしていますね

ということでオーケーだと。さらに、性能規定だけあれば、それ以上の薄くするのは、民間でま

た実験して決めなさいよと、そういうことになっているんですかね。ここまでの範囲は大丈夫だ

よという実質的な仕様規定の緩和をやると。 

○松岡部長 これがですね。 

○八田主査 それを目的としていると。 

○松岡部長 薄い方はですね。ただ、厚い方はまだ何もやってないので、先程言いました、通常

だと５㎝、シミュレーションだと６㎝の規定はそのまま残っているということです。 

 それから、ここの２つ目に書いてありますのが、間伐材なんかをこの真ん中に使っていこうと

いうことで、幅はぎの様な格好をして張って使っていこうということですね。これをするときに、

先程の６㎝の制限を受けてしまうということです。あとは、幅はぎの定義がどうかはよくわから

ないんですけど、これが幅はぎなのか何なのかというものの読み方にまた制限を受けるかもわか

らない。 

○米田副主査 すみません。幅はぎというのはどういう意味ですか。 

○松岡部長 幅はぎです。短い幅のものをつなぎ合わせて、幅の拾い板を作っていく。これは縦

に張っていますけど、普通は横に張って、例えばこれだけの幅の板が取れなくても、薄い板を２

枚つないでこの１枚の板にしましょうというのが幅はぎと言います。 

 なぜこういうことをするかと言いますと、幅はぎをするときに、何が問題になるかというと、

いかに効率良く作るかが問題になってくるわけです。ですから、幅はぎを横に幅はぎしていくと

非常に効率が悪いということです。ですから、縦方向に幅はぎしていくと効率良く作れるという

ことですね。だから、いかにここの部分を安く作って、価格競争力を持つかということのために、

こういう様な幅はぎの仕方をしたいということです。 
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○八田主査 板と板の間は接着剤ですか。 

○松岡部長 そうですね。そこら辺も、大断面は、今、規定はどうなっているかというと、ここ

の幅はぎした部分は、接着は未評価、接着していても、接着しなくても良いという状態になって

いるんですけど。中断面は、ちゃんと接着剤で接着しないといけないという規定になっています

ので。だから、そこら辺も、接着に対してこういうものを満たしておけば良いんだよという性能

規定にしていただければ、色々なことができるなと思っています。 

○米田副主査 すみません。よくわからなかったんですけど。今の説明もう一回お願いできます

か。接着を評価する、評価しないというところが、どこは評価して、どこは評価しないんですか。 

○松岡部長 今これで言っているのは、ちゃんと接着しようとしています。先程言いました幅は

ぎについて、大断面集成材は幅はぎしたところの接着性能は未評価で良いですよというＪＡＳの

規定になっているんですけど、中断面と小断面は、幅はぎしたところはちゃんと接着してないと

いけない。 

○米田副主査 小断面は。 

○松岡部長 それも一緒ですね。ちゃんと接着しないといけない。 

○八田主査 そこはそれほど気にしなくても良いんじゃないですか。 

○松岡部長 説明が前後するかもわかりませんけど、４ページを開いていただいて、なぜ、我々

が薄いラミナを使いたいかということについて、４ページに説明してあります。ここに丸太が書

いてありますが、中の方で梁とか桁とかという大割を取っていきます。だんだん外側に行くほど

小さい小割を取っていくんですが、そのときに、最近は、例えば野地を余り使わなくなったとい

うことで、ほとんどチップになっている部分があるわけです。しかも、外に行くほどヤング率は

高くなっていますから。ですから、薄いものを使えば、この製材歩留まりが上がって、トータル

的に価格競争力がつく集成材ができるということです。 

 それから、５ページ目に、先程言いました間伐材とかそういうものを使った集成材の説明がし

てあります。これは基本的にスギと考えていただくと、スギは１本の木から柱を取るのがほとん

どになっています。ですから、柱が取れる径より大きいものは使えるんですが、柱が取れない様

な径の小さいものはなかなか使いづらいということになっています。ですから、それをこういう

様に小さいものも作って、先程言いました幅はぎというか、縦に張って、それを使っていけば、

小さいものも使えますし、安く手に入れば価格競争力もついていくということを考えております。 

 それから、３番目はちょっと趣旨が違うので、この場で説明して良いかどうかよくわからない

んですけど。一番外側にＬＶＬを張って、そういうものも認めていただければ、例えば一番外に

ベイマツの強度の強いものがなくなった場合でも、ＬＶＬを張って、スギを使っていけるという

ことで、そんな研究を行っているところです。 

 説明の方は、そんな感じなんですが。 

○八田主査 どうもありがとうございました。 

 そうすると、今のお話で、基本的には、ＪＡＳの基準を性能基準に直してもらって、そして、

その際には、ラミナ厚の最大値と比率のことをできるだけ緩和してもらいたいと。具体的には、
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例えば組合せも色々あるでしょうから、ラミナ厚が最大これだけだったならば、比率はこれだけ

でも良いとかという様なものもあるでしょうから、最終的な性能基準さえ決めておけば、それに

合致する様な様々な仕様を適宜、どんどん加えていってもらいたいと、そういう御要望ですね。 

○松岡部長 はい、そうですね。 

 あと、接着についても、２次接着がなかなか認められてないものですから、例えばこういう

（要望事項２ページ）ものを作って、この外にまた板を張って集成材にしたいといった場合には、

何の規定もなくて作れないという状態です。 

○米田副主査 作ったものを２個また張り合わせて新しい製品をつくるというのを、今２次接着

とおっしゃっているわけですね。 

○松岡部長 はい。 

○米田副主査 それがまだ認められていないんですか。 

○松岡部長 それは認められているんですけど、自由に張れるわけではないです。同一条件で製

造された集成材同士の幅方向または積層方向の接着なら認められています。ですから、例えばこ

れが真っ二つに切られている様なものを横方向に張るのは良いと。同じ板ばかり張ったものをま

た張るのは良いというのは認められていますけど。 

 例えばこれでも（要望事項３ページ）、３つを集成材だと思えば、２次接着は自由にできれば、

それで張ることも可能かもわからないんですけど、そういうことは認められてないということで

す。 

○八田主査 ちょっと別な角度から伺いたいと思います。材木については、建築基準法で強度に

関する性能規定はあるはずですね。一方ＪＡＳ基準は仕様規定を残している。しかしＪＡＳ基準

の仕様規定を満たさなくても、建築基準法の性能基準を満たすものは、追加していって良い。そ

ういうふうにＪＡＳ基準が建築基準法を満たすものをその一部として取り入れるようにすれば、

それで良いわけですね。 

○松岡部長 言われていることちょっとよくわからないんですけど、建築基準法で、37 条の

「大臣認定」というのがあります。これは完全に多分性能規定だと思うんですけど。 

○米田副主査 37 条「大臣認定」ですか。一個一個検査してもらえば良いわけですね。 

○松岡部長 そうです。37 条の「大臣認定」があるんですけど、この 37 条の「大臣認定」は、

どんなものでも認められるというか。ですから、今まで木材で 37 条の認定を取ったのは、アイ

ビームと、中にＬＶＬか、何かボードみたいなものを中に入れて、外に板を張ったアイビームと

いうものは取っているんですね。あとは、セキスイさんがチップの様なものを固めて梁の様なも

のを作ったのは取っているんですけど。ただ、それはボックス型でも良いですよとか、アイ型で

も良いですよとかいうものの性能規定になっているので。だから、かなり厳しいテストになって

いるんですよ。例えばクリープをやりなさいとか、ＤＯＬといって、荷重をずっとかけて折れる

までやって、どのぐらいの強度があるのかやりなさいとかですね。だから、37 条の「大臣認

定」にいくと、例えばこの（３ページ）様なものはほとんど集成材なので、例えばそういうテス

トをしなくても良い部分もあるのではないかと思うんですけど、「大臣認定」にいくとどんなも
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のでも取れるので、色々なテストをさせておかないと性能が担保できないということで、かなり

厳しいテストも入っていると思うんです。 

○八田主査 例えば防火性能とか、鉄骨の強度とか、建築基準法で色々な性能規定がありますよ

ね。木材についても、当然性能で規定されているんだと思うんですけど。建築基準法の規定は、

先程のおっしゃっていた様なヤング強度とか、そういう言葉で規定されているわけですか。 

○米田副主査 恐らく建築基準法の 37 条で認定を取ろうと思うと、前は、日本建築センターと

言ったんですけど、そういうところの専門家の先生が集まった中で、本当にシミュレーションと

実大実験を色々な角度からしっかりやって、それでオーケーですよというのを出すようになるの

で、恐らく、今ＪＡＳ認定を取るときの試験よりもより一層厳しい試験が課されるということで

すよね。 

○八田主査 その試験で課したときに、何をテストするかというのは、ヤング強度とか、そうい

うものを規定しているわけでしょうかという質問ですね。要するに、建築基準法の方が性能規定

として規定しているものは何でしょうかと。 

○松岡部長 私もよくわかないんですけど。多分、曲げ強度とか、強度性能を規定しているんだ

と思うんですけど。 

○八田主査 それで、そのような性能規定を満たすものは、ＪＡＳに認定されていると見なすと

いうことになってくるわけですね。 

○松岡部長 ＪＡＳを満たしていれば良いと思うんですけど。 

○八田主査 満たして良い理由は、建築基準法で決めている性能規定を満たしていると考えたか

ら、ＪＡＳを満たしていると、そう言っているわけですね。 

○松岡部長 そうだと思います。 

○八田主査 だとすれば、別にＪＡＳを満たさなくても、元来の性能規定さえ満たせば良いわけ

だから、そこでテストしてもらえば、それで済むのではないかというのが私の質問で、そうした

らば、恐らく、ＪＡＳでオーケーと言っているんだから、建築基準法の方の性能規定は、さっき

のヤング強度ともう一つの何とか強度ぐらいのチェックしかないのではないかなと思うんですけ

れども、それ以上に色々なテストがあるわけですか。 

○松岡部長 建築基準法の性能規定が、どこのことを言われているのかわからないですけど。私

は、性能規定というのは、37 条の「大臣認定」で規定されているものがそうではないかと思う

んですけど。ＪＡＳでなくても、大臣が認定すれば。 

○八田主査 何を認定すれば良いのか。最終的な性能がどこかで規定されているはずですよね。 

○米田副主査 わかります。その意味よくわかります。 

○八田主査 それさえ満たしていれば、建築には使って良いんだと思うんですけどね。 

○米田副主査 37 条がよくわからないですね。中は全部細目まで決まっていますものね。 

○八田主査 確かにＪＡＳを緩めるのも一つの手なんですが、こちらに直接ＪＡＳをバイパスす

るのも可能ではないかと。ＪＡＳを緩めるにしても、建築基準法の性能規定の内側でなければ緩

めてはまずいでしょうから、だから、どっちのルートもあるのではないかなということなんです。 
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○松岡部長 はい。 

○米田副主査 恐らく今おっしゃっているのは、ＪＡＳの方の認定をもっと性能規定化してほし

いということだと思うんですが、そのときに、例えば、先程、構造用集成材の概要の中の 71 ペ

ージにあった様に、16 分の１以内という幅とか、あと、一個一個のそこに入ってくる板の強度

の性能を今はしっかり全部規定してあるんだけど、それは自由にしておいてやらせていただきた

いというふうに解釈したときに、その時に、性能実験で調べるものは、性能規定を満たすことを

証明する時に必要な検査は何かというと、恐らくシミュレーションと実大実験になりますよね。 

○松岡部長 そうですね。 

○米田副主査 それをやる手間と、今、八田先生がおっしゃった建築基準法の 37 条の「大臣認

定」で言う実大実験のシミュレーションが同じものであれば、37 条で取りに行けるんじゃない

かという話をされているわけですよね。 

○松岡部長 はい。 

○米田副主査 逆に、37 条に合うようにＪＡＳを性能規定化するときには、37 条で決められた

性能規定の範囲内でないと、ＪＡＳ規定の性能規定化ができないので、ここで一番問題になるの

は、37 条の性能規定が何かということそのものを把握した上で検討する必要がありますね。 

○松岡部長 37 条の「大臣認定」は、集成材というものについて試験をしようとしているもの

ではないので、テストもかなり厳しいテストになっていると思うんですよ。ですから、ＪＡＳと

して性能規定化してもらうことによって、そのテストが緩和されるのではないかということです

ね。 

○八田主査 政令で定めている安全上の性能があるんですよね。下の２項の指定建築材料ごとに

国土交通大臣が定める安全上必要な品質に関する技術的基準に適合するもの、これが何かですよ

ね。 

○松岡部長 これは、告示の 1446 号である、これではないかと思うんですけど。 

○小田室長 37 条の１、２の書き方は基本的に、まず１はＪＩＳ、ＪＡＳに合ってなければい

けない。２はそれと同等以上のものを作りますという書き方ですね。同等以上かどうかは、国土

交通大臣がチェックしますということで。だから、ＪＩＳやＪＡＳに合っていれば、当然合格す

べきことで、ＪＩＳやＪＡＳよりも厳しくはなるかもしれないですね。２項は同等以上だと。 

○米田副主査 以上だということですよね。だから、より厳しいんでしょうね。 

○八田主査 だけれども、建築基準法を改正するときは、とにかくそれまでの仕様規定をやめて

性能規定にしようということが大問題で、それでやっとやったわけだから、その精神としては、

上の農林規格や何かが性能規定以上の仕様規定を持っていたらば、そっちは余り重視する必要は

ないという精神だとは思いますけどね。法律上の文章として、下の方の安全上必要な品質に関す

る技術的基準というものが、上よりも厳しくないといけないのかどうかということは。 

○小田室長 基準は同じではないかなと思うんですけどね。同等以上の。 

○八田主査 基準はあって、農林基準、ＪＡＳも満たしているし、ほかにも色々あるだろう。だ

けど、このＪＡＳがもっと厳しくなければいけないということはないだろうということですよね。 
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○小田室長 はい。それはないと思います。 

○米田副主査 いずれにしても、この話はあるにせよ、ＪＡＳが必要以上の仕様規定であること

は、私も今のお話を聞いて、なぜ５㎝以上なのかとか、なぜ幅の下がなければいけないというこ

とに関して、技術的な合理的な説明が、根拠があるわけではないので、基本的には、シミュレー

ションと実大実験をやって、ちゃんとその製品の性能が担保されたら、製品として認めるべきと

いう意見に私は賛成します。 

○八田主査 それは、まず農水省に聞くべきですね。 

○米田副主査 はい。 

○松岡部長 多分、その６㎝とかいうのがあると思うんですけど。それは、こういうものを想定

したものではなくて、無垢でこれが６㎝だということだと思うんです。その根拠は、例えば６㎝

以上あると乾燥が大変ではないかとか、例えばこっち方向と逆方向のヤング率がかなり違ってく

るのではないかとか、そういうことによって多分それが決められているんだと思うんですけど、

科学的に決めたかどうは別にしてですね。 

○米田副主査 今までは、間伐材の小径木をこういった幅はぎした様な製品を、その想定外の製

品が、それを想定した基準ではないということですよね。だから、新しい製品をつくるときには、

今までの６㎝は、新しい製品においては意味をなさないわけですよね。従来型のつくり方におい

て、６㎝は乾燥するときに難しいのではないか、たわむのではないかという様なものを想定した

６㎝であって、小径木をこの様な新しい形で組み合わせることにおいては、６㎝は乾燥で曲げが

生じるとかいうわけではありませんから、意味のない数字になってくるということですよね。 

○松岡部長 そうですね。 

○米田副主査 だから、色々な創意工夫ができるように、性能規定を緩めてほしいということで

すよね。 

○松岡部長 そうですね。 

 これは、例えば解釈の仕方とか読み方とか変えて、何とかできるかもわからないのですけれど

も、今からどんなものが出てくるかわからないので、それをいちいち５年ごとにやっていったら、

なかなか進歩がないと思いますので、そこら辺のところを。 

○八田主査 新しい製品を作ろうという意欲をそいでしまいますよね。 

○松岡部長 そうですね。 

○米田副主査 特に、今、日本はスギの間伐材の利用が大問題になっている中で、それを上手に

生かした集成材の開発がこれほど求められていることはないのに、こういった仕様規定に阻まれ

て、自由な製品設計ができないのは、非常に大きな損失になりますよね。 

○八田主査 農水省は、これの基準を設ける際に、建築のことしか考えてないわけでしょうから、

国土交通省の住宅局と緊密に連携しながらこういう基準を作っているわけでしょうね。 

○米田副主査 私はそう思わないです。私が色々接触するときにおいて、製材屋さんと建築屋さ

んの間には結構断絶があるように見えます。緊密に連絡を取り合っているようには余り見えない。 

○八田主査 でも、農水省がどんな性能基準が要るかということは、一義的にはなかなか自分た



 12

ちだけでは決められないじゃないですか。 

○松岡部長 前の改革で、桁の引っ張り強度を弱めたＪＡＳの基準を作ってもらったんですけど。

ですから、それまでは、家を作るんだから、引っ張り強度は要らないから、ＪＡＳを変えようと

か、そういう動きはなかったように思います。 

○八田主査 あの時の改革の一番の目的は、日本の仕様基準を必ずしも満たしていない建材も、

性能さえテストすれば良いとすることでしたね。あれは外圧に応えてやった改革です。建前とし

ては、他の様々な改革も行いましたけどね。 

○松岡部長 この間の改正ですか。 

○八田主査 この間の前ですね。阪神大震災の直後のもので。 

○米田副主査 10 年ぐらい前ですね。 

○八田主査 10 年前ですね。あの時に性能規定に変えた。もともと外圧が物すごく激しくて。

特に外国からは住宅を輸出したいと言う。それで、何とかしてこれを変えなければ持たないとい

う状況だった。そこに阪神大震災が起きたから、それを理由に変えましょうと言って、実は地震

とは全然関係なかった性能化をやったんですね。 

○米田副主査 実は、私そのためにアメリカ、カナダへ行って調べてきました、木材のＪＡＳ相

互認証のために。 

○八田主査 建前としてはいろいろな道を開いたはずで、開いてなかったとすると、改革の精神

にはちょっともとる感じがしますよね。 

○米田副主査 木はなまものですから、色々な性状の木が入ってくるわけで。必ずしも品質が一

定でないということで、結構それで厳し目のものになっているのではないかというのは想像がつ

くわけですけれども、当時の集成材の技術と今の集成材の技術は、格段に今の方が進歩していま

すので、今は品質が相当一定なものが出せるようになっているので、当時の基準と今の基準は、

当時はまだ仕様規定でないと、みんながきちんとしたメーカーではなかったかもしれないのでと

いう時代的背景は何となくわかりますけれども。今はもうこういう時代ですから、頑張って前に

進む人を応援する様な規定にならないといけないですよね。 

○松岡部長 冒頭にも言いましたように、ここに書いてあるのは例だと思っていただいて、これ

さえ解決できれば良いというのではなくて、色々なことが今から出てくると思いますので、それ

に対応できる様なＪＡＳの方の性能規定化をしていただきたいなと思っています。 

○八田主査 よくわかりました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 では、以上で終わらせていただきます。 


